
３.許可基準割れ（５両未満）事業者の増車に対する融資（特別増車融資）
● 公募融資枠　　　５千万円

● 融資対象者　　　熊本県トラック協会の会員であって、熊本運輸支局に「増車」に係る事業計画の確認を受けた許可基準割れ（５両未満）の事業者

● 融資対象事業　　　熊本運輸支局に確認を受けた「増車計画」に基づく許可基準（５両）までの増車資金。（６両目以降の増車については対象外）　

●  eq \o\ad(融資条件,　　　　　　　　　　　　)       １　融資限度額は、１会員当たり３,０００万円

２　運輸支局から確認を受けた事業計画報告書に基づき、順次増車する計画の場合、未達成も認めるものとし、５両に達するまでは、再融資の制限は適用しない。

３　公募期間、償還方法、取扱金融機関、申込方法等その他必要事項は近代化・合理化に係る融資の場合と同じ。

● 利子補給率　　　この制度融資の借入者に対し、(社)熊本県トラック協会は１.６％の補給率により利子補給を行うものとする。（但し、貸出利率が１.６％を下回った場合は、その下回った利率とする。）

● 設備完成報告　　　設備完成（購入）後すみやかに所定様式により報告すること。

●  eq \o\ad(ご注意,　　　　　　　　　　　　)　　　トラック協会の融資推薦は、融資の推薦と融資が実現した場合の利子補給のみで、取引資格・信用調査等最終的な融資決定の判断は金融機関の審査によります。
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